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令和６年第１回森町農業委員会定例総会議事録 

 

 

 
開催日時 令和６年１月２６日（金）午後４時００分～午後４時３０分 

 開催場所 雅 茶 一 

  議席 氏   名 議席 氏   名 

   １番 会長職務代理者 河 野 芳 之  ９番 委 員 中 村 芙 美 

  ２番 委 員 皆 川  毅 １０番 〃 黒 澤 寿 光 

  ３番 〃 加 藤 秋 彦 １１番 〃 小 森 昭 彦 

   ４番 〃 猪 子 和 博 １２番 〃 青 山 純 司 

 出席委員 ５番 〃 豆 澤 俊 二 １３番 〃 佐 橋  悟 

 （１５名）  ６番 〃 瀨 野 秀 雄 １４番 〃 甲 田 祐 康 

   ７番 〃 石 澤 良 則 １５番 会 長 宮 本 秀 逸   

   ８番 〃 髙 瀨 幸 巳    

        

欠席委員 

（０名） 

      

      

議 事 録 

署名委員 
１番 河 野  芳 之  ２番 皆 川   毅 

 農業委員会 

事務局職員 

事務局長 寺 澤 英 樹 事務局次長（兼）庶務係長 島野 結花里 

 庶務係主事 中 嶋 冬 輝   

 その他の 

出 席 者 

    

     

 議事日程      別  紙 

 会議の経過     別  紙 

 

 



議事日程 

 

日程第１ 会期の決定について 

日程第２ 議事録署名委員の指名について 

日程第３ 活動報告 

日程第４ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

日程第５ 議案第２号 土地の現況証明願について 

日程第６ 議案第３号 「農業委員の法令遵守の申し合わせ決議」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会議の経過 

１５番宮本会長

（以下「議長」） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

それでは皆様、大変ご苦労様でございます。ありがとうござ

います。 

令和６年第１回森町農業委員会定例総会を開くわけでござい

ますけれども、ご案内の通り総会の後、新年懇親会をやりたい

ということで、楽しいひと時になればと思っております。 

今年は申すまでもありませんが、年明けとともに能登半島で

大変大きな地震が起きて、毎日報道されているほど大変な状況

でございます。そしてその日の夜には、羽田空港で飛行機の事

故があったりと、それから北九州でも市場が火事になって大変

な状況になったという…暗い幕開けでございましたけれども、

何とかそれぞれの想い・努力で、明るいいい年になればいいな

とこのように思っております。 

それでは只今より、令和６年第１回森町農業委員会定例総会

を開催したいと思います。後ろのページに出ておりますが、議

事録署名委員は１番の河野委員・２番の皆川委員にお願い致し

ます。そして現地調査の報告は３番の加藤委員にお願い致しま

す。 

それでは議事に入っていきたいと思います。日程第１「会期

の決定」につきましては、会期についてはいつも通り本日１日

限りとしたいと思います。よろしゅうございますか。 

【全員異議なしの声】 

はい、それでは本日１日限りを会期と致します。 

日程第２「議事録署名委員の指名について」は先程申し上げ

た通りでございます。 

日程第３「活動報告」につきましては、事務局より説明をお

願い致します。 

はい、それでは活動報告致します。委員会及び事務局の活動

報告、１月１９日、各申請等に伴う現地調査を河野委員・皆川

委員・加藤委員・事務局にて実施しております。１月２３日、

令和５年度市町村農業委員会活動強化研修会が札幌市にて開催

され、宮本会長が出席しております。１月２４日、令和５年度
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女性農業委員・農地利用最適化推進委員等活動強化研修会が札

幌市にて開催され、中村委員が出席しております。活動報告は

以上でございます。 

はい、活動報告でございますので、これでおさえて頂きたい

と思います。 

それでは続きまして、日程第４・議案第１号に入ります。「農

地法第１８条第６項の規定による合意解約について」を上程致

します。これも事務局より説明をお願い致します。 

はい、ご説明致します。このことについて、下記のとおり提

出のあった合意解約通知の成立状況の確認について審議を求め

ます。 

番号１について、土地の所在地、面積等の内容は記載のとお

りです。５ヶ年の契約でありましたが、令和５年１２月２９日

に解約・令和６年３月３１日に土地の引渡となっております。

５ページに別紙写１を添付しておりますので、ご参照願います。 

以上、宜しくご審議の程お願い申し上げます。 

はい、説明が終わりました。皆さんこれまでの経緯もわかっ

てらっしゃったかと思いますけれども、最初は＊＊＊＊＊＊＊

＊＊を借りていたのですが、それが使えなくなったということ

で、＊＊＊＊＊を借りて頂きました。それを今回＊＊＊＊＊し

たいということでございます。内容的には難しくございません

けれども、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊したいということだそう

ですので、ご理解頂ければと思いますがいかがでございましょ

うか。…よろしいですね。 

【全員異議なしの声】 

はい、ありがとうございます。それでは議案第１号につきま

しては、原案通りとさせて頂きます。 

では続きまして、日程第５・議案第２号に入ります。「土地の

現況証明願について」を上程致しますので、事務局より説明を

お願い致します。 

はい、ご説明致します。このことについて、農地法関係事務

処理要領の規定に基づき、現況証明願のあった次の土地につい
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て証明の可否の審議を求めます。 

番号１について、＊＊＊＊＊＊＊、面積・土地所有者等につ

きましては記載の通りです。申請目的は地目変更です。固定資

産税は宅地で課税されております。所在地は資料１をご参照願

います。以上、宜しくご審議の程お願い申し上げます。 

それでは現地調査の報告を加藤委員よりお願い致します。 

１月１５日に河野・皆川・私・事務局にて、別紙（写真）に

載っている場所なのですが、既に＊＊＊＊＊＊＊＊になってお

ります。手前が補装されていて、奥の方が砕石敷いた砂利のよ

うな状態で、ほぼ車が駐車されている状態でした。要するにこ

の辺が非農地になっている以上、地目変更という形になるんだ

ろうと思います。以上です。 

はい、現地調査の報告が終わりました。この写真についても

ご報告がありました通りでございます。見た感じこのような状

況でございますので、全く問題なかろうかと思いますけれども、

皆様のご意見ございましたらお伺いしたいと思いますが、いか

がでございましょうか。 …よろしいですね。 

【全員異議なしの声】 

現況は勿論畑状態ではございませんので、それでは議案第２

号につきましても、原案通りとさせて頂きます。 

続きまして、日程第６・議案第３号に入ります。「農業委員の

法令遵守の申し合わせ決議」についてを上程致しますので、事

務局より説明をお願い致します。 

はい、ご説明致します。このことについて、農業委員会組織

が担っている職務の重要性を認識し、改めて農業委員が法令を

遵守し、公正な職務の遂行に努めるよう更なる綱紀粛正の徹底

を図っていくことについて決議を求めます。 

この関係につきましては、全国農業会議所より毎年決議を行

って頂きたいとの依頼のもと行うものでございます。 

別添１をご覧下さい。別添１が全国農業会議所の依頼文書で

ございます。 

それでは別添２をご覧下さい。別添２について私が読み上げ
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ますので、その後決議の方をお願い致します。 

「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」 

私たち農業委員は、農業者の公的な代表機関である農業委員

会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農

地利用の最適化を実現する責務を負っています。 

特に農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情

報に接することも多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、

個人情報保護も徹底しなければなりません。 

私たち農業委員は、高い倫理観を持ち、法令遵守を徹底する

ため、下記事項についてここに申し合わせ、決議致します。 

１． 農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法

令に則り、適正に農地制度を運用すること。特に、農業

委員会法第３１条の議事参与の制限、同第３３条の議事

録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さ

を確保すること。 

２． 農業委員としての高い倫理観を維持し、法令遵守を徹底

するための研修等を実施すること。 

令和６年１月２６日 森町農業委員会 以上です。 

今、読み合わせ致しましたので、中身については皆様ご承知

かと思いますし、それから毎年度確認している内容でもござい

ますので、ご異論はなかろうかと思いますけれども、いかがで

ございましょうか。…よろしゅうございますね。 

【全員異議なしの声】 

はい、それでは今局長より読み上げて頂きました決議文を、

森町農業委員会としても決議したいと思います。大変ありがと

うございました。…あ、局長何かございますか。 

今の法令遵守の関係で、一点だけ私の方から説明させて頂き

たいなと思います。皆様、地区別農業委員の研修会に出席され

ているかと思うのですが、その資料の中で９ページ目の８に「農

業委員として気を付けること」というのが示されております。

その中に①「秘密保持義務」、農業委員会法第１４になるのです

が、「職務上知り得た情報を漏らしてはいけない。その職務を退
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いた後も、同様とする。」ということになっております。これに

違反した場合は、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金と

いうことで、ある程度記載ございますので、この点につきまし

ては改めて、農業委員皆様で宜しくお願いしたいということで

心に置いて、情報の取り扱いには気を付けて頂きたいと思って

おります。以上です。 

はい。他に何か聞きたいことございましたら… よろしゅう

ございますか。…はい、それでは先程申し上げました通り、議

案第３号につきましては、読み上げた通りとさせて頂きます。

ありがとうございました。 

総会に提示されました案件につきましては、以上で終了した

いと思います。大変ありがとうございました。 

 
森町農業委員会規程第１９条第２項の規定により署名する。 

森町農業委員会会長 宮本 秀逸 

議事録署名委員 
 

議事録署名委員 
 

 

 


